
週休２日実施支援（受注者希望型・工程共有強化型） 
モデル工事の試行について 

 

 

○方針 

・週休２日による工事の発注を推進するため、工事期間内において週休２日を確保した工事

は、インセンティブとして間接工事費の補正及び工事成績における加点評価を行う。 

 

 

○対象工事 

・週休２日実施支援（受注者希望型・工程共有強化型）モデル工事として、発注した工事にお

いて受注者が週休２日実施（試行）を希望した工事。 

※留意点 

週休２日実施支援モデル工事は、受注者決定後速やかに「施工条件確認部会」「工程調整部

会」を開催することとしている。 

本部会において受注者の設定する現場閉所日（計画）が週休２日の趣旨に沿った計画となっ

ているか確認を行うこと。（現場閉所日に偏り等が生じないよう留意すること） 

 

 

 

 

 

○現場閉所とは 

・現場閉所とは、工事施工箇所において材料搬入等を含め、一切の現地作業を行わない状態を

いう。ただし、現場巡視等の作業を伴わないものは現場閉所とする。（出来形計測等は不可） 

・天候不順（雨天・降雪等）により休工した日は現場閉所とする。 

・現場閉所日については、作業条件等により異なるため、土日・祝日に限る必要はなく、事前

に受発注者で工程調整部会において調整すること。 

 



○週休２日の確保とは 

・週休２日の確保とは、工期内の対象期間において週休２日（４週８休相当）の現場閉所を確

保することをいう。 

・対象期間とは、現場着手日から現場完了日のうち、年末年始６日間・夏季休暇３日間の他、

下記期間を除いたものをいう。 

  ①工場製作のみの期間 

②工事事故等による不稼働期間 

③天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間 

④受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間 

⑤工事の全面中止期間等。 

⑥その他 

・現場着手日とは、工事施工範囲内で何らかの作業に着手した日をいう。 

・現場完了日とは、工事施工範囲内で全ての作業が完了した日をいう。 

・現場事務所（工事施工範囲外）や会社での工事書類作成・整理は、現地作業が伴わないので

現場閉所と関わらないため、現場完了日後の作業としてよい。 

 

 

○週休２日の確認方法 

【発注時】 

 ・受注者は、工程調整部会資料として作成する「クリティカル工程共有表（ＣＣＳ）」の「週

休２日（現場閉所）計画欄に現場閉所予定日を記入する。 

・発注者は、対象期間（現場着手予定日から現場完了予定日のうち、年末年始６日間・夏季

休暇３日間等を除いた期間）から週休２日（４週８休相当）の現場閉所日を設定している

か確認する。 

 

【実施確認時】 

 ・受注者は、工程調整部会資料として作成する「クリティカル工程共有表（ＣＣＳ）」の「週

休２日（現場閉所）実施欄に現場閉所実施日を記入する。 

・発注者は、実施対象期間（現場着手日から現場完了日のうち、年末年始６日間・夏季休暇

３日間の他を除いた期間）から週休２日（４週８休相当）の現場閉所実施日数が確保され

たか確認する。 

 

 

 

 

 

 

 



≪クリティカル工程共有表（ＣＣＳ）を用いた週休２日の確認イメージ≫ 

 

 


